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【手続補正書】
【提出日】平成28年10月13日(2016.10.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　効率的な燃料消費方法であって、
　電気接続部を介してエンジンにより蓄電池を再充電する一方で、（ｉ）前記電気接続部
中の電流、（ｉｉ）前記蓄電池の電圧、及び（ｉｉｉ）前記再充電の時間の長さのうちの
少なくとも１つをモニタして前記再充電があらかじめ選択された終点に達したかどうかを
判定するステップと、
　前記あらかじめ選択された終点に達した時に、（ａ）点火プラグの動作の阻止、（ｂ）
前記エンジンへの燃料の送り出しの阻止、又は（ｃ）前記エンジンへの酸素の送り出しの
阻止により前記エンジンを作動停止させる信号を、通信リンクを介して送信するステップ
とを含み、
　前記あらかじめ選択された終点は、前記蓄電池が１００％未満の充電状態にあり、前記
再充電がバルク充電ステージをちょうど完了した時点に設定されている、方法。
【請求項２】
　前記エンジンは、ディーゼルエンジンである、請求項１記載の方法。
【請求項３】
　前記エンジンは、車両のエンジンである、請求項１記載の方法。
【請求項４】
　前記エンジンは、車両のエンジンではない、請求項１記載の方法。
【請求項５】
　前記あらかじめ選択された終点は、前記再充電が吸収充電ステージにすでに入っている
時点に設定されている、請求項１記載の方法。
【請求項６】
　点火プラグが動作するのを阻止することによって前記信号により前記エンジンを作動停
止させる、請求項１記載の方法。
【請求項７】
　前記モニタは、前記電気接続部中の前記電流のモニタである、請求項１記載の方法。
【請求項８】
　前記モニタは、前記再充電の前記時間の長さのモニタである、請求項１記載の方法。
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【請求項９】
　効率的な燃料消費方法であって、
　電気接続部を介してエンジンにより蓄電池を再充電する一方で、（ｉ）前記電気接続部
中の電流、（ｉｉ）前記蓄電池の電圧、及び（ｉｉｉ）前記再充電の時間の長さのうちの
少なくとも１つをモニタして前記再充電があらかじめ選択された終点に達したかどうかを
判定するステップと、
　前記あらかじめ選択された終点に達したことを指示する信号をユーザに向けて発生させ
るステップとを含み、
　前記あらかじめ選択された終点は、前記蓄電池が１００％未満の充電状態にあり、前記
再充電がバルク充電ステージをちょうど完了した時点に設定されている、方法。
【請求項１０】
　前記エンジンは、ディーゼルエンジンである、請求項９記載の方法。
【請求項１１】
　前記エンジンは、車両のエンジンである、請求項９記載の方法。
【請求項１２】
　前記エンジンは、車両のエンジンではない、請求項９記載の方法。
【請求項１３】
　前記信号は、前記ユーザによって持ち運びされる装置に送られるワイヤレス信号である
、請求項９記載の方法。
【請求項１４】
　前記モニタは、前記電気接続部中の前記電流のモニタである、請求項９記載の方法。
【請求項１５】
　前記信号は、音である、請求項９記載の方法。
【請求項１６】
　前記モニタは、前記再充電の前記時間の長さのモニタである、請求項９記載の方法。
【請求項１７】
　前記あらかじめ選択された終点は、前記再充電が吸収充電ステージにすでに入っている
時点に設定されている、請求項９記載の方法。
【請求項１８】
　放射削減方法であって、
　電気接続部を介してエンジンにより蓄電池を再充電する一方で、（ｉ）前記電気接続部
中の電流、（ｉｉ）前記蓄電池の電圧、及び（ｉｉｉ）前記再充電の時間の長さのうちの
少なくとも１つをモニタして前記再充電があらかじめ選択された終点に達したかどうかを
判定するステップと、
　前記あらかじめ選択された終点に達した時に、（ａ）点火プラグの動作の阻止、（ｂ）
前記エンジンへの燃料の送り出しの阻止、又は（ｃ）前記エンジンへの酸素の送り出しの
阻止により前記エンジンを作動停止させる信号を、通信リンクを介して送信するステップ
とを含み、
　前記あらかじめ選択された終点は、前記蓄電池が１００％未満の充電状態にあり、前記
再充電がバルク充電ステージをちょうど完了した時点に設定されている、方法。
【請求項１９】
　放射削減方法であって、
　電気接続部を介してエンジンにより蓄電池を再充電する一方で、（ｉ）前記電気接続部
中の電流、（ｉｉ）前記蓄電池の電圧、及び（ｉｉｉ）前記再充電の時間の長さのうちの
少なくとも１つをモニタして前記再充電があらかじめ選択された終点に達したかどうかを
判定するステップと、
　前記あらかじめ選択された終点に達したことを指示する信号をユーザに向けて発生させ
るステップとを含み、
　前記あらかじめ選択された終点は、前記蓄電池が１００％未満の充電状態にあり、前記
再充電がバルク充電ステージをちょうど完了した時点に設定されている、方法。
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